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「池田・貞光・脇・藍住」都市計画区域マスタープランの見直し概要

都市計画区域マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、

その実現に向けての大きな道筋を示すものであり、社会情勢の変化に対応する

ため、見直しを行うもの。

１ 基本的考え方

「新型コロナ」、「災害列島」、「人口減少」の３つの国難への対応や、

「デジタル社会」、「グリーン社会」の推進など新たな視点を盛り込んだ

「都市づくりの方向性」を柱とし見直しを行う。

① ニューノーマル時代に対応する新次元の分散型国土の創出

・ 「デジタル技術・データ」を活用したスマートシティの推進

・ 「サテライトオフィス」の誘致や「ワーケーション」の推進

② 防災・減災を主流化したコンパクトシティの実現

・ 「コンパクトなまちづくり」と「交通・情報ネットワーク」

との連携による効率的な都市構造の形成

・ 発災後の迅速かつ円滑な都市の再生を実現する「事前復興」の推進

・ 災害ハザードエリアにおける開発抑制

③ 気候変動対策の推進による脱炭素社会の実現

・ 「公共交通機関の利用促進」によるカーボンニュートラルの推進

・ 「グリーンインフラ機能」を有する農地・緑地等の保全・活用

・ 「自然・水素エネルギー」の導入推進

２ 見直しのポイント

○ 土地利用の方針

【池田・貞光・脇】

・ 歴史的・文化的な価値を有する町並みの保全･活用の推進

・ 空き地、空き家等の低未利用地の利活用による定住･移住の促進 など

【藍住】

・ 文化・交流拠点機能の充実や幹線道路沿線における商業活動の促進

・ 農地と調和した良好な住環境の形成 など

○ 区域区分

・ 引き続き定めない
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３ 見直し手続きの経緯

① 素案に関する手続き

○ パブリックコメントによる意見募集

・募 集 期 間：令和３年１０月６日（水）～１１月５日（金）

・意見の提出：７名の方から８件の意見

・「池田・貞光・脇・藍住」都市計画区域に対する共通意見：４件

・「池田・貞光・脇」都市計画区域に対する共通意見：２件

・「脇」都市計画区域に対する意見：１件

・「藍住」都市計画区域に対する意見：１件

○ 素案の縦覧

・縦覧期間：令和３年１０月２９日（金）～１１月１２日（金）

・縦覧場所：県都市計画課、三好市管理課及び地方創生推進課、

つるぎ町建設課、美馬市監理課、藍住町建設産業課

○ 説明会

【池田】令和３年１１月 ５日（金）１８：００～

三好市第二分庁舎 参加者３名

【貞光】令和３年１１月 ８日（月）１８：００～

つるぎ町農業構造改善センター 参加者７名

【 脇 】令和３年１１月 ９日（火）１８：００～

美馬市地域交流センター・ミライズ 参加者２名

【藍住】令和３年１１月１０日（水）１８：００～

藍住町農業振興センター 参加者６名

○ 公聴会

【池田】令和３年１１月１７日（水）１４：００～

三好市第二分庁舎

【貞光】令和３年１１月１８日（木）１４：００～

西部総合県民局＜美馬庁舎＞ 公述申し出無しの

【 脇 】令和３年１１月１８日（木）１５：００～ ため、開催無し

西部総合県民局＜美馬庁舎＞

【藍住】令和３年１１月１９日（金）１４：００～

藍住町農業振興センター
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② 案に関する手続き

○ 四国地方整備局長との事前協議

・令和３年１１月３０日（金）～１２月１５日（水）

・意見無し

○ 関係市町への意見聴取

・令和３年１２月１３日（月）～令和４年１月１９日（水）

・意見無し

○ 案の縦覧

・縦覧期間：令和４年１月５日（水）～１月１９日（水）

・縦覧場所：県都市計画課、三好市管理課及び地方創生推進課、

つるぎ町建設課、美馬市監理課、藍住町建設産業課

・意見書提出無し
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「池田・貞光・脇・藍住」都市計画区域マスタープランの変更手続きフロー図

四国地方整備局長との事前協議

区域マスタープランの見直し（案）の作成

都市計画決定の告示・縦覧（法第20条第1項,第2項）

【R4.3月予定】

都市計画の変更（法第21条第1項）

【R4.3月予定】

区域マスタープラン見直し（素案）の作成

◆都市計画基礎調査（法第6条の2）【H30年度】

◆基礎調査分析【R元年度】
◆関係係機関との協議・調整及び素案作成【R2年度 ～ R3.9月】

住民の意見を反映させるために必要な措置（法第16条第1項）

◆素案パブリックコメント【R3.10. 6 ～ R3.11. 5】⇒７名の方から８件のご意見

◆素案縦覧（県・市町の窓口）【R3.10.29 ～ R3.11.12】

◆素案説明会 【R3.11. 5：池田(出席者3名)】，【R3.11. 8：貞光(出席者7名)】
【R3.11. 9：脇 (出席者2名)】，【R3.11.10：藍住(出席者6名)】

◆公聴会 【R3.11.17：池田(開催無し)】，【R3.11.18：貞光・脇(開催無し)】
【R3.11.19：藍住(開催無し)】 ※各区域で公述申出無し

市町の意見聴取（法第18条第1項）

案の公告・縦覧（法第17条第1項）
【R4.1.5 ～ R4.1.19】

意見書の提出（法第17条第2項）
【縦覧期間中】

徳島県都市計画審議会での審議（法第18条第1項）
【R4.2.1】

国土交通大臣の同意（法第18条第3項）
【R4.2月予定】
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番
号

い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
概
要

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

1

　
今
後
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い
て
は
、
防
災
は
も
と
よ
り
、
脱
炭
素
社
会
に
向
け
た
、
取
り

組
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
現
在
徳
島
県
は
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
な
ど
の
脱
炭
素
社
会
実
現
に

向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
取
り
組
み
が
今
後
さ
ら
に
加
速
さ
れ
る
よ
う
、
今
回
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
変
更

区
域
全
体
に
も
位
置
づ
け
て
は
ど
う
か
。

　
本
県
で
は
、
「
脱

炭
素

社
会

の
実

現
」

を
目

指
す

た
め

、
「

気
候

変
動

対
策

推
進

計
画

（
緩

和
編
）
」
を
策
定
し

、
施

策
推

進
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

県
の

地
球

温
暖

化
・

脱
炭

素
対
策
を
戦
略
的
に

推
進

す
る

た
め

、
現

在
、

「
徳

島
県

版
・

脱
炭

素
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
」

の
策

定
を
進
め
て
い
ま
す

。
　
い
た
だ
い
た
ご
意

見
を

踏
ま

え
、

各
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
、

自
然

エ
ネ

ル
ギ
ー
や
水
素
エ
ネ
ル

ギ
ー

等
の

活
用

に
よ

る
脱

炭
素

社
会

の
実

現
に

向
け

た
取

り
組

み
に

関
す

る
表
記
を
追
加
し
ま

す
。

2
　

平
成
1
6
年
に
作
成
し
た
計
画
に
対
し
て
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
機
能
し
て
い
る
の
か
。

　
都
市
計
画
区
域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

は
、

ま
ち

づ
く

り
の

基
本

的
な

方
向

性
を

示
す

も
の

で
あ

り
、
個
々
の
施
策
・

事
業

に
つ

い
て

は
、

県
政

運
用

指
針

で
あ

る
行

動
計

画
に

お
い

て
数

値
目

標
等
を
定
め
、
P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
に

よ
る

政
策

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

　
な
お
、
都
市
計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

見
直

し
に

あ
た

っ
て

は
、

人
口

・
産

業
の

動
向

や
土
地
利
用
の
状
況

等
に

関
す

る
調

査
・

分
析

を
行

う
と

と
も

に
、

社
会

経
済

情
勢

の
変

化
を

踏
ま
え
、
課
題
解
決

に
向

け
た

都
市

計
画

の
方

向
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

う
え

で
、

素
案

を
作

成
し
て
お
り
、
今
後

に
つ

き
ま

し
て

も
社

会
経

済
情

勢
の

変
化

に
対

応
す

る
た

め
、

適
宜

見
直

し
を
行
っ
て
参
り
ま

す
。

3
　

近
年
は
、
風
水
害
も
多
く
、
住
宅
の
浸
水
や
屋
根
、
瓦
が
飛
ば
さ
れ
る
可
能
性
、
が
け
崩
れ
な

ど
に
よ
る
被
害
も
発
生
し
て
い
る
た
め
、
住
家
だ
け
で
な
く
、
空
き
家
な
ど
も
含
め
て
安
全
確
保

を
し
て
い
く
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
各
都
市
計
画
区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
（

素
案

）
で

は
、

気
候

変
動

の
影

響
に

よ
り

頻
発

・
激

甚
化
す
る
水
害
や
土

砂
災

害
等

に
対

し
、

災
害

リ
ス

ク
の

低
い

地
域

へ
の

立
地

誘
導

な
ど

に
よ

り
、
災
害
リ
ス
ク
を

低
減

・
回

避
し

、
都

市
の

防
災

性
向

上
を

図
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

今
後

も
市
町
と
連
携
し
、

安
全

な
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
し

て
参

り
ま

す
。

4
　

市
町
村
と
連
携
し
、
避
難
所
と
し
て
、
空
き
家
や
廃
校
施
設
が
活
用
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を

期
待
し
ま
す
。

　
各
都
市
計
画
区
域

の
市

町
に

お
い

て
は

、
市

町
が

策
定

す
る

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
等

と
整
合
を
図
り
つ
つ

「
空

家
等

対
策

計
画

」
を

策
定

し
て

お
り

、
今

後
も

市
町

と
連

携
し

、
空

家
等
の
適
切
な
管
理

や
空

家
等

及
び

跡
地

の
利

活
用

を
進

め
て

参
り

ま
す

。

「
【

池
田

・
貞

光
・

脇
・

藍
住

】
都

市
計

画
区

域
 
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

（
素

案
）

」
に

係
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

実
施

結
果

●
意
見
の
募
集
期
間
：
令
和
３
年
１
０
月
６
日
（
水
）
～
１
１
月
５
日
（
金
）

●
意
見
の
提
出
　
　
：
７
名
の
方
か
ら
８
件
の
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
「
池
田
・
貞
光
・
脇
・
藍
住
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
共
通
意
見
：
４
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
「
池
田
・
貞
光
・
脇
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
共
通
意
見
：
２
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
「
脇
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
意
見
：
１
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
「
藍
住
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
意
見
：
１
件

◆
「
池
田
・
貞
光
・
脇
・
藍
住
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
共
通
意
見
：
４
件
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◆
「
池
田
・
貞
光
・
脇
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
共
通
意
見
：
２
件

番
号

い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
概
要

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

1

　
ま
ち
づ
く
り
に
は
行
政
と
住
民
や
企
業
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
て
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
が
必

要
と
思
い
ま
す
。

　
地
域
に
あ
る
豊
か
な
自
然
や
歴
史
・
文
化
資
源
は
、
後
世
に
引
き
継
ぎ
た
い
、
活
用
し
た
い
と

い
う
共
通
の
理
念
を
生
み
出
す
宝
で
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
と
活
用
し
て
特
色
の

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
池
田
、
貞
光
及
び

脇
の

各
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

（
素

案
）

で
は

、
都

市
づ

く
り

の
理
念
と
し
て
、
「

地
域

の
魅

力
あ

る
資

源
を

活
か

し
、

交
流

が
広

が
る

ま
ち

づ
く

り
」

を
掲

げ
て
お
り
、
今
後
も

市
町

や
地

元
住

民
等

と
連

携
し

て
特

色
の

あ
る

ま
ち

づ
く

り
を

進
め

て
参

り
ま
す
。

2

　
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致
に
よ
る
空
き
地
、
空
き
家
な
ど
の
利
活
用
は
、
良
い
と
思
い
ま

す
。

　
た
だ
、
外
か
ら
の
移
住
者
を
迎
え
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
出
」
を
減
ら
す
こ
と
も
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。

　
池
田
、
貞
光
及
び

脇
の

各
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

（
素

案
）

で
は

、
持

続
可

能
な

ま
ち
づ
く
り
を
実
現

す
る

た
め

、
人

口
減

少
や

高
齢

化
が

進
行

す
る

中
、

居
住

や
都

市
機

能
を

誘
導
し
、
集
約
化
を

図
る

コ
ン

パ
ク

ト
な

ま
ち

づ
く

り
と

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

及
び

情
報

ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
連
携
に

よ
る

、
効

率
的

な
都

市
構

造
の

形
成

を
図

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

ま
た
、
新
た
な
産
業
の

創
出

に
よ

る
雇

用
の

確
保

に
努

め
る

と
と

も
に

、
イ

ン
フ

ラ
整

備
に

よ
る

居
住
環
境
の
改
善
に

よ
り

、
定

住
・

移
住

を
促

進
す

る
こ

と
を

掲
げ

て
お

り
、

今
後

も
市

町
と

連
携
し
て
持
続
可
能

な
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
て

参
り

ま
す

。

◆
「
脇
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
意
見
：
１
件

番
号

い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
概
要

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

1

　
「
J
R
穴
吹
駅
」
と
「
う
だ
つ
の
町
並
み
」
の
間
が
現
状
分
断
さ
れ
て
い
る
。
剣
山
へ
の
デ
マ
ン

ド
バ
ス
も
大
事
だ
が
穴
吹
駅
前
と
う
だ
つ
の
町
並
み
を
結
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
充
実
も
必
要

で
あ
る
。

　
道
の
駅
も
、
他
の
道
の
駅
（
み
ま
の
里
な
ど
）
と
違
い
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
少
な
い
。
規

模
も
県
内
で
小
さ
い
方
な
の
で
は
？

　
現
在
、
実
証
運
行
中
の
高
松
空
港
発
着
の
観
光
バ
ス
が
穴
吹
駅
か
ら
う
だ
つ
の
町
並
み
を
経
由

す
る
コ
ー
ス
に
な
れ
ば
、
（
現
在
の
ル
ー
ル
で
は
、
同
じ
県
内
で
下
車
は
で
き
な
い
が
変
え
る
手

も
必
要
だ
ろ
う
）
少
し
は
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
脇
都
市
計
画
区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
（

素
案

）
で

は
、

「
交

通
体

系
の

整
備

の
方

針
」

と
し

て
、
公
共
交
通
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
最

適
化

を
図

る
と

と
も

に
、

公
共

交
通

の
利

便
性

の
向

上
及

び
利
用
促
進
に
努
め

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
い
た
だ
い
た
ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
地

域
内

交
通

を
担

う
美

馬
市

に
伝

え
る

と
と

も
に
、
都
市
づ
く
り
の

理
念

で
あ

る
「

地
域

の
魅

力
あ

る
資

源
を

活
か

し
、

交
流

が
広

が
る

ま
ち

づ
く
り
」
に
向
け
、

美
馬

市
と

連
携

し
て

参
り

ま
す

。

◆
「
藍
住
」
都
市
計
画
区
域
に
対
す
る
意
見
：
１
件

番
号

い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
概
要

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

1

　
藍
住
町
で
は
宅
地
開
発
が
進
み
、
地
域
内
で
歩
行
者
や
車
の
通
行
量
が
増
え
て
い
る
が
、
狭
い

町
道
に
面
し
た
ま
ま
家
が
建
て
ら
れ
て
い
く
た
め
、
見
通
し
が
悪
く
な
っ
た
り
、
通
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

　
宅
地
開
発
を
進
め
る
こ
と
は
町
の
発
展
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
と
思
う
が
、
家
が
建
っ
て
し
ま

う
と
後
か
ら
道
路
を
拡
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
宅
地
開
発
に
併
せ
て
道
路
の
拡
幅
を
行
う
こ

と
や
、
狭
い
道
路
の
ま
ま
宅
地
開
発
さ
れ
た
場
合
に
は
、
道
路
の
ミ
ラ
ー
や
街
路
灯
を
設
置
す
る

な
ど
安
全
対
策
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
藍
住
都
市
計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
（

素
案

）
で

は
、

狭
隘

道
路

や
整

備
水

準
の

低
い

道
路
等
を
解
消
す
る

た
め

、
地

区
計

画
等

を
活

用
し

、
計

画
的

な
開

発
を

行
う

こ
と

や
、

バ
リ

ア
フ
リ
ー
、
さ
ら
に

は
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
の

考
え

方
を

踏
ま

え
た

道
路

づ
く

り
等

を
推

進
す
る
こ
と
を
位
置

付
け

て
い

ま
す

。
　
い
た
だ
い
た
ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
藍

住
町

に
伝

え
る

と
と

も
に

、
都

市
づ

く
り

の
基

本
理
念
で
あ
る
「
安

全
・

安
心

で
快

適
な

生
活

都
市

」
の

形
成

に
向

け
、

藍
住

町
と

連
携

し
て

参
り
ま
す
。
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説明会の概要

１ 池田都市計画区域

開催日時・場所等 質疑応答

【開催日時】 ●カーボンニュートラルに関して、例えば各家庭におけるCO2排出

令和3年11月5日(金) 量の貢献度等、一定の基準があれば理解しやすくなると思う。

18:00～18:30 【県回答】

【開催場所】 ・都市計画区域マスタープランにおけるカーボンニュートラルは、

三好市第二分庁舎 公共交通の利用促進や交通ネットワークの充実の観点で考えて

【参加者】 いる。

３名 ・県全体での取り組みに関し、区域マスタープランの中に数字的

なものは入れにくいと考えている。

２ 貞光都市計画区域

開催日時・場所 質疑応答

【開催日時】 ●二層うだつの町並みで計画されている都市計画道路については、

令和3年11月8日(月) 今から整備するのは難しいと思っているが、今後、整備予定は

18:00～18:40 あるのか。それとも廃止するのか。

【開催場所】 【県回答】

つるぎ町農業構造 ・二層うだつの町並みの保存や活用の観点から、都市計画道路の

改善センター 廃止も含めた見直しについて、町と協議することとしている。

【参加者】

７名 ●山間地における「にし阿波傾斜地農耕システム」は、地域の特

色として魅力を感じている。一方で、コンパクトなまちづくり

により、都市計画区域内に住民を誘導すれば、山間地の住民が

いなくなり、地域の文化が喪失されてしまうと思われるが、ど

のように両立させるのか。

【県回答】

・都市計画区域マスタープランでは、都市計画区域内の議論に限

られてしまうが、二層うだつの町並みをはじめとする歴史・文

化資源の保全・活用によるまちづくりを掲げている。

【つるぎ町回答】

・町全域を運行しているコミュニティバスで集落を維持しながら

中心地を結ぶことによりコンパクトシティを形成することとし

ており、山間地から平野部への移住は考えていない。

・町では、空き家バンクを活用した移住・定住の促進に取り組ん

でいる。
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３ 脇都市計画区域

開催日時・場所 質疑応答

【開催日時】 ●ＰＤＣＡサイクルによるチェックは行われているのか。

令和3年11月9日(火) 【県回答】

18:00～19:40 ・都市計画区域マスタープランはまちづくりの理念や基本的な方

【開催場所】 向性を示すものであり、各個別事業の実施においては、具体的

美馬市地域交流セン な数値目標を定めＰＤＣＡサイクルで評価している。

ター・ミライズ ・都市計画区域マスタープランの見直しにあたっては、社会情勢

【参加者】 の動向を見ながらチェックしたうえで、見直しを行っている。

２名

●徳島県は宿泊者数や魅力度ランキングで下位である。ミライズ

の稼働率も低いが観光イベントに活用してはどうか。

【美馬市回答】

・観光交流課に問い合わせ等をお願いしたい。

【県回答】

・今後も美馬市と情報交換しながら特色のあるまちづくりに取り

組んでいく。

●下水道が整備されていないため、大谷川に生活排水が流れ込み、

夏になると臭う。徳島県の下水道普及率は全国最下位であるが、

下水道の整備予定はあるのか。

【県回答】

・下水道を整備する区域と合併処理浄化槽を設置する区域に分け、

汚水処理普及率を上げることを目指している。

・大谷川周辺は、単独浄化槽を合併浄化槽に転換することにより、

汚水処理を推進する区域としている。

●柳並木は復活してくれるのか。期待している。

【美馬市回答】

・今は具体の計画は無いが、美馬市としても頑張っていきたい。

●脇町を新しく発展させるため、都市計画道路の計画等は無いの

か。

【美馬市回答】

・現時点では、都市計画道路の計画は無い。

【県回答】

・都市計画区域マスタープランでは、新次元の分散型国土の創出

として、住みよいまちづくりにより、人を呼び込むことを推進

していく。
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４ 藍住都市計画区域

開催日時・場所等 質疑応答

【開催日時】 ●質疑なし

令和3年11月10日(水)

18:00～18:30

【開催場所】

藍住町農業振興

センター

【参加者】

６名
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